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はじめに 

 「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律（消費者裁判手

続特例法）」は、平成25年12月４日に参議院本会議において全会一致で可決され成立し、同年12月

11日に法律第96号として公布されました。 

この法律は同種の被害が拡散的に多発するという消費者被害の特性に鑑み、消費者被害の集団的な

回復を図るための二段階型の訴訟制度を設けるものです。本制度を活用することにより、消費者の財

産的被害を適切に回復し、消費者の利益の擁護を図るだけではなく、消費の活性化、健全な事業者の

発展や公正な競争をもたらすことが期待できるものです。 

本稿は、消費者裁判手続特例法の立法の背景・経緯のほか、制度に関する基本的な論点についてま

とめたものです。消費者裁判手続特例法について国民の皆様の御理解が深められることの一助になれ

ば幸いです。 

 

 

 

 

消費者裁判手続特例法の立法の経緯（平成25年） 

４月19日 閣議決定 衆議院に提出  

６月４日 衆議院 本会議 趣旨説明及び趣旨説明に対する質疑 

６月13日 衆議院 消費者問題に関する特別

委員会 

法案審議（２時間40分） 

６月20日 衆議院 消費者問題に関する特別

委員会 

法案審議（３時間） 

10月30日 衆議院 消費者問題に関する特別

委員会 

参考人質疑（２時間45分）、質疑（４時間） 

10月31日 衆議院 消費者問題に関する特別

委員会 

法案審議（４時間） 

採決（修正のうえ全会一致で可決） 

11月１日 衆議院 本会議 採決（全会一致で可決） 

11月６日 参議院 本会議 趣旨説明及び趣旨説明に対する質疑 

11月27日 参議院 消費者問題に関する特別

委員会 

提案理由説明、法案審議（３時間30分） 

11月29日 参議院 消費者問題に関する特別

委員会 

参考人質疑（２時間５分） 

12月３日 参議院 消費者問題に関する特別

委員会 

法案審議（１時間45分）、採決（全会一致で可決） 

12月４日 参議院 本会議 採決（全会一致で可決） 

12月11日 公布（平成25年法律第96号） 
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ていますか。 ..................................................................... 146 

Ｑ127 民事執行法の一部改正（附則第10条）についてはどのようなことを定めていますか。 .. 147 

Ｑ128 消費者契約法の一部改正（附則第11条）についてはどのようなことを定めていますか。 148 

 

 

 

 

 

【凡例】 

・ 条文の引用において、単に条番号のみの記載している場合は「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民

事の裁判手続の特例に関する法律（消費者裁判手続特例法）」の条番号となります。 

・ 全て平成26年3月31日時点のものに基づいた記述となります。 

 


